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   【開会＝午前 09 時 58 分】 

 

ただいまから議会運営委員会を開会いたします。本日の

委員会に傍聴の申し出があります。委員長においてこれを

許可したいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日の審議事項はタブレット端末の議会運営委員会フォ

ルダに格納したとおりであります。 

はじめに追加議案について、執行部から説明願います。

副市長、お願いします。 

 

今定例会において追加議案のご審議をお願いすることと

なりましたので、よろしくお願いします。 

 付議する案件の内訳は、専決処分の報告１件、条例の一

部改正１件、令和７年度補正予算３件、以上５件です。そ

れでは順次ご説明いたします。 

追加議案書の３ページをお願いします。「報第 12 号 専

決処分の報告について」です。 

市が行った給食費に係る支払督促の申立てに対し、相手

方から督促異議の申立てがあったため、給食費請求の訴え

を提起しました。このことについて、４ページのとおり専

決処分により定めましたので、報告するものです。 

請求金額は 38 万 2,980 円で、請求の内容は令和４年度か

ら令和６年度までの未払給食費の支払いを求めるもので

す。 

次に、５ページをお願いします。「議第 98 号 羽島市職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について」

です。 

国家公務員の一般職の職員の給与に係る令和７年８月人

事院勧告を踏まえ、条例の一部を改正するものです。主な

改正内容をご説明します。議案要綱の３ページをお開きく

ださい。 

まず、「第１ 羽島市職員の給与に関する条例の一部改

正」についてです。「２ 通勤手当の改定」については、距

離区分に応じて、200 円から 7,100 円までの幅で引上げを

行うものです。 

次に、「３ 期末手当の改定」及び「４ 勤勉手当の改定」

についてはボーナスの改定で、一般職員等の令和７年 12

月期の支給割合をそれぞれ 0.025 月分、合わせて 0.05 月分

を引き上げるものです。 

また、「５ 給料表の改定」については、初任給をはじめ、

若年層に重点を置きつつ、全ての給料表の給料月額につい
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て引き上げを行うものです。 

その他、「第２」において、常勤の特別職職員の令和７年

12 月期の期末手当の支給割合を 0.05 月分引き上げるとと

もに、「第４」において、一般職職員の期末手当の改定に伴

い、会計年度任用職員の期末手当の準用における、読み替

えを行う支給率の改正を行うものです。 

なお、常勤の特別職職員の期末手当が引き上げとなった

場合には、同様に市議会議員の期末手当についても 0.05

月分引き上げられることとなります。 

この条例は公布の日から施行し、令和７年４月１日から

適用するものです。 

議案書にお戻りいただき、32 ページをお願いします。「議

第 99 号 令和７年度羽島市一般会計補正予算（第９号）」

についてです。歳入歳出予算に３億 2,567 万 4,000 円を追

加し、総額を 287 億 6,602 万 4,000 円とするものです。 

補正内容は、給与改正に伴う職員人件費の増及び物価高

対応子育て応援手当支給事業等です。財源としては、国庫

補助金及び基金繰入金等を充てるものです。 

次に、62 ページをお願いします。「議第 100 号 令和７

年度羽島市介護保険特別会計補正予算（第３号）」について

です。歳入歳出予算に 93 万円を追加し、総額を 67 億 250

万 4,000 円とするものです。 

補正内容は、市・郡二町介護認定審査会事業特別会計負

担金です。財源としては、繰入金を充てるものです。 

次に、67 ページをお願いします。「議第 101 号 令和７

年度羽島市・羽島郡二町介護認定審査会事業特別会計補正

予算（第１号）」についてです。歳入歳出予算に 169 万 4,000

円を追加し、総額を 3,639 万円とするものです。 

補正内容は給与改正に伴う職員人件費の増です。財源と

しては、分担金を充てるものです。 

以上、今定例会においてご審議をお願いする追加議案に

ついて、その概略を説明しました。よろしくお願いします。 

 

よろしいですか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

執行部はご退席いただいて結構です。 

 

〔執行部退席〕 
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 続いて、先ほど副市長から説明のありました追加議案の

取り扱いを含め、最終日の議事運営について、局長から説

明願います。 

 

議会最終日における追加議案の取り扱い及び議事運営に

ついて説明します。 

最終日は、まず、議会運営委員会の委員長報告をしてい

ただき、お手元に配付してあります議事日程のとおり、現

在審議中の「日程第２ 議第 76 号」から「日程第 25 請第

２号」まで、採決まで進めていただきます。 

続いて、先ほど副市長から説明のありました追加議案を

日程に追加し、報第 12 号から議第 101 号までの５件を議題

とし、説明、質疑を行い、議第 98 号から議第 101 号までの

４件は、委員会付託を省略、討論を行い、採決まで進めて

いただきます。 

なお、追加議案については、本日の議会運営委員会終了

後、タブレットに配付し、全議員にお知らせしますのでご

承知おきください。 

本会議最終日の会議について説明させていただきます。

本会議終了後、第一委員会室において、全員協議会を開催

し、その後、議会運営委員会を開催、続いて広報広聴委員

会を開催します。 

また、午後１時から議員のみの全員協議会を開催し、そ

の後、議員定数・報酬等検討特別委員会を開催しますので、

よろしくお願いいたします。 

 

局長から説明のあったとおり進めたいと思いますが、よ

ろしいですか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

では、そのように取り計らうことといたします。 

続いて、「一般質問要旨通告書などの様式について」を議

題とします。議会改革特別委員会委員長の安藤委員から報

告願います。 

 

 委員会では、お手元に配付してありますとおり、一般質

問要旨通告書の様式を変更することになりました。 

これは、先の全員協議会において、他市の様式等を参考

に再度、調査研究してほしいとの指摘ありましたことから、

他市議会の様式等を調べましたところ、資料にありますと
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おり、質問事項の背景や目的などを記載し、質問事項をよ

り詳細に記載している他市議会が多くありましたので、そ

の様式を参考に作成しました。 

また、議案質疑や委員会質問についても、分かりやすく

詳細に質問事項が記載できるよう様式を統一する案を作成

しました。併せてご協議をよろしくお願いします。 

 

ただいまの報告について、何かご意見等ございますか。 

 

今初めて拝見いたしましたので、十分に熟読できている

わけではありませんが、確認させていただきます。 

この例題を見ると、質問事項が１回目、２回目と分かれ

ていますが、これは一問一答方式という意味で捉えてよろ

しいでしょうか。 

 

一般質問要旨通告書の様式についての報告でございま

す。一問一答方式の詳細な変更については、この後の議題

で改めて報告させていただく予定です。 

 

様式の件で２点伺います。背景や質問事項を詳細に記載

するとのことですが、議場に来られた傍聴者の方々にも同

様のものが配布されるのでしょうか。 

もう一点は議案質疑の様式についてです。３ページ目の

例では、議案質疑の種類に丸印を付ける形になっています

が、Excel の書式上、図形としての丸印はズレが生じやす

い欠点があります。 

運用上の話ではありますが、可能であればチェックボッ

クス形式など、ズレが生じないような様式にしていただけ

ないでしょうか。 

 

傍聴者への配布についてですが、現在も通告書は傍聴者

にお渡ししておりますので、新しい様式になってもすべて

お渡しする形になります。 

書式については、チェックボックス化を含めて検討させ

ていただきます。 

 

補足いたします。傍聴者への配布やホームページでの公

開の目的は、執行部のためだけではなく、一般市民が傍聴

やライブ配信をご覧になる際、質問の経緯や背景が示され

ていることで、どのような意図で質問がなされているのか

を分かりやすくする狙いがあります。 
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少し細かい点ですが、一般質問の様式の１枚目には氏名

が記載されますが、２枚目以降の詳細ページでは議席番号

のみの表示となります。 

ページが分割された際、どの議員の質問であるかが分か

りにくくなる可能性があるため、議席番号の隣に名前を入

れる枠を設けてはどうでしょうか。資料が連続している前

提であれば不要な作業かもしれませんが、ご検討をお願い

します。 

 

承知いたしました。直します。 

 

 

確認ですが、１枚目の表題に続き、２枚目以降で具体的に

聞きたい内容を１回目、２回目、３回目と詳しく書いてい

くことになり、通告書の形式は今までと全く変わるという

ことですね。 

 

全く変わります。議場でよく使われる「関連質問」につ

いても、あらかじめここへ記載していただくことになりま

す。 

 

そうなると、表題が３つあれば、２枚目以降の紙を３枚

提出することになるんですね。 

 

あまり理解できないんですが、例えば道路の整備につい

て質問する場合、それについての質問要旨を別紙で作成す

るという理解でよろしいですか。 

 

例にあるとおり、例えば「魅力ある街づくりについて」

という表題について、次のページにその詳細な質問事項を

連ねていくことになります。作成は大変です。 

 

これまでは執行部との事前の打合せにおいて言葉のみで

のやり取りが多く、認識の行き違いが生じることもありま

した。 

文章で「何を聞きたいか」を具体的に明記することで、

手間はかかりますが、より正確な質疑が可能になると考え

ています。 

 

質問事項の１回目、２回目という欄に、原稿のほとんど
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の内容を書き込むことになるのでしょうか。 

 

今定例会でもありましたが、執行部の答弁を受けて、そ

の数字や内容に基づき深掘りする質問についてはどう扱う

のですか。 

 

基本ルールとして、通告のない質問はできません。 

 

 

答弁が分からない状態で、当日答弁をいただくわけです。

通告の話は分かりますが、理事者側の答弁がないのに、す

べて書くんですか。 

 

すべて書いていただくということです。 

 

 

 通告書に記載がない場合はすべて門前払いですか。 

 

現在のフォーマットでも、新しいフォーマットでも、通

告していない質問ができない点は変わりませんよね。 

今はフォーマットをどうするかという話をしていますの

で、再質問の作法や運用の議論は別の話だと思います。 

 

豊島委員が懸念されているのは、通告後に執行部と打合

せをする中で、「ここをもう少し踏み込んで聞きたい」とな

った場合も質問できないのか、ということかと思います。 

 

過去の事例や今定例会を見ても、執行部の答弁に対し、

現場の実態と異なると感じてさらに踏み込みたい場面があ

ります。しかし、あらかじめ通告していないと結局それ以

上入り込めないということなのか。 

後から訂正されるよりもそのほうが。 

 

議長がおっしゃるようなやり取りは、今のフォーマット

でも行われていますし、新しいフォーマットでも可能です。

担当課と事前に打合せを行い、了承が得られていれば発言

はできるんじゃないですか。 

 

今回の改正は、今まで言葉だけであったものを具体的に

書面化しましょうという提案であると認識しています。 
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説明の内容は理解いたしました。一点想定しておきたい

のですが、一標題あたり何ページ程度のボリュームを想定

していますか。自身の原稿はかなりの枚数で、それをすべ

て載せることもできてしまいますが。 

 

あくまで執行部に質問の意図が伝わればよいため、思い

を要約して記載していただき、詳細は打合せで補完してい

ただければ結構です。 

 

 ということでよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

質問様式については報告のとおりとし、議長に報告した

上で、全員協議会で報告することといたします。 

 続いて議会改革特別委員会からの報告事項がありますの

で、安藤委員から報告願います。 

 

 一般質問の質疑応答の方式としまして、資料のとおり、

いくつかの方式がございます。委員会ではこれらの方式に

ついて協議し、羽島市議会における方式は完全な一問一答

方式に変更することに決しました。 

現在は、質問の各標題の第１項目の質問を演壇で行い、

１標題目の第２項目から質問席において、順に一問一答の

方式で行っていますが、変更後は、１標題目の第１項目の

み演壇で質問し、質問席において、残りの質問をすべて一

問一答方式で行うものです。ご協議よろしくお願いします。 

 

ただいまの報告について、何かご意見等ございますか。 

 

一項目ずつ一問一答を行うという変更は、非常に分かり

やすく賛成です。この方式に変更するに至った経緯を教え

てください。 

 

議員はルールを知っていますが、傍聴者からは、演壇で

質問した後に質問席に戻って質問する形だと、今何につい

て質問しているのかが分かりにくいという声がありまし

た。傍聴者にとっての分かりやすさを考えての変更となり

ます。 

最初の挨拶と、第１標題の最初の質問だけを演壇で行い、

答弁を受けた後はそのまま質問席で２回目以降を続けると
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いうことです。 

 

以前、議会改革特別委員会でこの件を議論していただく

ように話したことがあります。 

また、県議会や近隣市などの事例を挙げ、分割方式や一

括方式との併用をやられております。羽島市の場合、どの

ような位置づけ、名称になるのでしょうか。 

 

今回提案しているのは、純粋な一問一答方式です。これ

までは羽島市独自の変則的な方式でしたが、一問ずつ進ん

でいくものが本来の一問一答方式です。 

 

 分割方式ではないんですね。 

 

分割方式ではありません。資料の最終ページにあるとお

り、分割方式は標題の全項目を一括で質問し、一括で答弁

を受ける形です。 

 

 県議会はその併用をやっていますが、それはやらないと

いうことですか。 

 

 おしゃるとおりです。 

 

 

今議会でも時間の都合で質問をまとめて行う「分割質問」

のような形が見られましたが、今後はそのような変則的な

やり方はせず、原則として一問一答のみとするという理解

でよろしいでしょうか。 

 

おっしゃるとおりです。 

 

 

 よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

続いて、再度、議会改革特別委員会からの報告事項があ

りますので、安藤委員から報告願います。 

 

 委員会では、反論権について協議し、執行部が議員提案

の議案などに対する質問できるよう、その取り扱いを変更
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南谷佳寛委員長 

 

河﨑委員 

 

 

 

 

安藤議会改革特

別委員長 

 

 

 

議会事務局長 

 

 

南谷佳寛委員長 

 

 

議会事務局長 

 

 

 

 

河﨑委員 

 

 

 

議会事務局長 

 

後藤國弘議長 

 

 

議会事務局長 

 

議会総務課長補

佐 

することとなりました。 

 反論権については、資料のとおり、名称を議員提案事件

への質問権とし、反問権と併せた取り扱いの指針を作成し

ましたので、ご協議よろしくお願いします。 

 

ただいまの報告について、何かご意見等ございますか。 

 

議員提案事件とは具体的にどのようなものを指します

か。資料には条例の提案や議案の修正、決議などの政策提

案が挙げられていますが、議員発議以外にどのようなケー

スが想定されますか。 

 

具体的な事例を挙げるのは難しいですが、議員提案に対

して執行部側が「これはいいことですね」とか「これは何

を言っているんですか」のような場合に権利を行使するこ

とになります。 

 

議員から提出された条例案や予算の修正案、決議案など

に対し、執行部側が質問を行う権利です。 

 

この質問権が行使される際、反問権のように時間は止ま

るのでしょうか。 

 

時間は止まりません。イメージとしては、議員が提案説

明を行った後、議長が「質疑はありますか」と問いかける

際に、あわせて「執行部からも質問はありますか」と確認

する形になります。 

 

例えば、常任委員会の委員長が委員会報告を行った際、

それに対して執行部から手が挙がるというようなイメージ

でしょうか。 

 

それは想定していません。 

 

「議員提案事件への質問権」は、質疑の場面で行うのか、

それとも討論の場面で行うのか、明確にしてください。 

 

質疑の場面で行います。 

 

議員や委員会からの発議について、提案理由の説明が終

わった後の質疑の時間において、議員に続いて執行部側も
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河﨑委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島委員 

 

質疑を行う流れになります。 

議案質疑を行う日ではなくて、それ以外の初日や最終日

にも行われることはあります。 

 

よろしかったでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

では、反論権についてはそのように取り扱うこととし、

議長に報告し、全員協議会で報告します。 

議長、前回諮問された一般質問の質問量について、確認

のため、再度説明願えますか。 

 

一般質問要旨通告書について、多くの質問を記載して提

出されることは、議論が活発化して結構なことですが、今

議会、あまりにも多くの質問を記載して、結果、質問時間

中に全部の項目を質問できない事象が散見されます。 

質問できなかった項目は、執行部が時間をかけて答弁書

を作成していること、傍聴者をはじめとする市民がその項

目を質問することを期待していたかもしれないことなどか

ら、質問時間内にすべての質問が終了できるような質問量

とするよう、全議員に周知したいと考えておりますが、議

会運営委員会でご意見などを伺いたいと思います。 

 

ただいまの議長からの諮問について、何かご意見等ござ

いますか。たしかに今定例会でそのようなことがありまし

た。 

 

議長のおっしゃるとおりだと思います。私自身も前回の

議会で時間をオーバーしてしまい、申し訳なく思っており

ます。 

一方で、合わせて検討していただきたいのが、持ち時間

の関係です。現在は議員と執行部あわせて 50 分ですが、答

弁の長さは読めない部分があるので、議員側の時間を例え

ば 30 分と定めてタイマーを止められるようにすれば、ペー

ス配分がしやすくなります。答弁の長さによって時間が足

りなくなるリスクを避けるためにも、合わせて検討された

ほうがいいと思います。 

 

質問の時間配分は各議員の自覚に委ねるべきという議長

の確認には賛成です。 
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議会総務課長補
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安藤誠委員 

河﨑委員の提案ですが、以前、全員協議会でも申し上げ

ました。質問者の持ち時間を厳格に定め、答弁時間は含め

ないという形について、一歩進んで、そうした時間制限の

あり方についても議会改革特別委員会などで議論していた

だけたらと考えます。 

 

現行の規則の中で、時間内に収まる質問量とするよう、

皆さんに徹底をお願いしたいと考えておりますが、よろし

いでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

では、議長から全員協議会への報告をよろしくお願いい

たします。 

議長、そのほかよろしかったですか。 

 

会議録署名議員は、その会議中は常時議席に着いていな

ければなりません。仮に、除斥や生理現象などで離席する

と、その議員は会議録署名ができません。会議録署名議員

は２人ですので、署名議員が離席した場合、議長はすぐに

次の署名議員を指名する必要があります。 

そこで、会議録署名議員の指名を現在の２名から３名に

して、不測の事態に対応できるようあらかじめ人数を増や

して指名しては、と考えています。 

 なお、署名議員を３名とする場合、会議規則第 87 条の規

定中「２人」とあるのを「２人以上」と改正する必要があ

ります。よろしくお願いします。 

 

ただいまの議長からの諮問について、何かご意見等ござ

いますか。 

 

３人にするのは賛成いたします。 

 

デメリットとしては署名の手間が一人増えることはあり

ます。 

あらかじめ会議録研究所に聞いてみたんですが、多くの

自治体ではあらかじめ３人署名するということはやってい

ません。予備の議員を準備しておく議会もありますが、最

初から３名指名しておく方がスムーズかと考えます。 

 

３名指名したうち、一人が生理現象等で離席した場合で
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議会総務課長補
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南谷佳寛委員長 

 

 

野口委員 

 

 

 

 

 

南谷佳寛委員長 

 

 

議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も、残りの 2 名の署名があれば会議録として成り立つ、と

いう理解でよろしいですか。 

 

自治法上は「２人以上」という規定がありますので２人

以上であれば問題ありません。 

 

では、そのように取り計らうことといたします。 

その他、何かございますか。 

 

皆さんに謝罪と再考のお願いがあります。前回協議した

ハラスメント防止条例案について、事務局の説明が十分に

理解できていない部分がありました。特に票ハラスメント

についてです。もう一度説明の機会を設けていただけない

でしょうか。 

 

局長より、票ハラスメントについて再度説明してくださ

い。 

 

票ハラスメントについて、前回の会議における説明に不

十分な点がありましたので、改めて詳細を説明いたします。 

まず現状についてですが、議会のハラスメントに関する

条例の中に票ハラスメントを規定している例は、全国的に

見ても福岡県と大阪府の２府県、および自治体では利島村

の１村に留まっております。これら３つの事例においては、

条例上の定義として「票ハラスメント」と特定はしておら

ず、準備活動を含む選挙活動全般におけるハラスメントと

いう、非常に広い範囲を対象としています。 

 具体的な内容までは明記されておりませんが、市民がハ

ラスメントの加害者となる場合だけを想定しているのでは

なく、議員や議員になろうとする者が加害者になる場合も

想定した内容となっています。また、これら３自治体の条

例はすべて実効性を伴うものであり、ハラスメントに関す

る相談があった場合には、聞き取りなどの調査を実施し、

それに基づいた措置や助言等を行う仕組みとなっておりま

す。 

 本市議会のハラスメント防止条例案は「理念条例」とし

て検討されています。仮にこれを実効性のある条例とする

ならば、相談を受けた後、議員で構成される対策委員会が

調査及び事実認定を行い、その結果に不服がある場合は第

三者審査会へ諮問した上で、さらなる調査や事実認定に基

づき措置を講じるという流れになります。 
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 しかしながら、このような実効性を伴う条例を実際に羽

島市議会で運用することは困難であると考え、以前の会議

においては、もし導入するのであれば理念条例として取り

扱うべきであるとの旨を説明いたしました。今回、理念条

例案として、第３条第６号に票ハラスメントの定義を、第

６条第４号に議員になろうとする者の責務を、さらに第７

条に市民の責務を盛り込んでおります。 

 しかし、条例案を作成する過程において事務局が感じた

懸念事項がございます。選挙活動中のハラスメントには

様々な形態がある中で、なぜ票ハラスメントのみを議会ハ

ラスメント防止条例に取り上げ、市民が加害者となる場合

のみを想定して市民に責務を負わせるのか、といった批判

を招く恐れがあります。 

その結果として、本条例が「議員の身を守るためだけの

もの」という印象を市民に与えてしまうのではないか、と

いう点を危惧しております。 

票ハラスメントは当然ながら許容されるべき行為ではあ

りませんが、今回の条例にこれを規定することについては、

以上の観点から懸念があると考えております。 

 

以前は条例に載せることに賛成していましたが、事務局

の説明を聞いて、やはり票ハラスメントだけを取り上げて

条例に載せることには違和感を覚えるようになりました。 

審査会を開くというのも違和感があります。 

 

私も違和感を抱いています。第一に、議会が市民に対し

て一方的に責務を課すような条例を作ること自体が適切な

のかという点。第二に、この部分だけが実効性を伴わない

理念条例となってしまい、条例全体の調査・審査の流れか

ら浮いてしまうという点です。以上の２点から、再検討し

ていただけたらと思います。 

 

確認ですが、通常のハラスメントは「執行部対議員」な

ど組織内の関係が対象ですが、票ハラスメントだけは有権

者である「市民すべて」が対象になるということでよかっ

たでしょうか。 

 

そのとおりです。有権者の方々が対象となります。 

 

どうしましょうか。再度検討しますか。 
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南谷佳寛委員長 

 

 

 削除する場合は本日結論を出していただきたいと思いま

す。 

 

どうしましょうか。 

 

票ハラスメントだけというのは違うと思っているので、

削除したほうがいいと思います。 

 

これだけが異質なので、今回に関しては削除でいいと思

います。 

 

条例の趣旨にそぐわない部分があるのであれば、削除し

て問題ないと考えます。 

 

私も削除で異論ありません。 

 

削除してもいいですか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、票ハラスメントについては削除することと決

定いたしました。この件も全員協議会で報告することとい

たします。 

 副議長、何かございますか。 

 

〔発言なし〕 

 

 以上で議会運営委員会を終了します。 

 

【閉会＝午前 11 時 07 分】 

 

 


